
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

九

〇

号

十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
訪
問
診
療
に
か
か
る
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

緑

川

貴

士
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十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
訪
問
診
療
に
か
か
る
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

患
者
の
自
宅
な
ど
を
訪
れ
て
診
察
や
治
療
を
す
る
訪
問
診
療
の
距
離
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
保
険
を
適
用
す
る
の

は
医
療
機
関
か
ら
半
径
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
訪
問
診
療
・
往
診
の
場
合
、
訪
問
に
か
か
る
費
用
は
保
険
給
付
の
対
象
か
ら
外
し
て
お

り
、
患
者
の
負
担
が
大
幅
に
増
え
る
た
め
、
事
実
上
受
診
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
医
療
機
関
の
密
度
や
交
通
ア
ク
セ
ス
な

ど
、
都
心
と
過
疎
地
域
で
は
事
情
が
大
き
く
異
な
る
中
、
全
国
一
律
に
距
離
の
制
限
を
設
け
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
伺
う
。

二

患
者
が
子
ど
も
で
あ
り
、
近
く
に
対
応
で
き
る
医
療
施
設
が
な
い
場
合
に
は
、
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
医
療
機
関

か
ら
の
訪
問
診
療
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
過
疎
地
域
で
は
、
近
く
に
病
院
や
診
療
所
が
な
い
地
域
や
、
あ
る
病
気
の
治
療
に
対
応
で
き
る
専
門
医
が
い
な
い

な
ど
、
訪
問
診
療
を
依
頼
し
た
い
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過
疎
地
域
に
限
り
、
訪
問
診
療
の
距
離
の
制
限
に
つ
い

て
、
子
ど
も
に
限
ら
ず
、
成
人
に
ま
で
対
象
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。


